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新年、明けましておめでとうございます。
新春にあたり、組合員、ご家族、各構成組織・地
協役員の皆様に今年一年のご健勝、ご活躍を心か
らご祈念申し上げます。
2011年東日本大震災・県北部地震、2014年県
内豪雪・南木曽土石流・御嶽山噴火・白馬地震、昨
年の熊本・鳥取地震や豪雨など自然災害が止まり
ません。連合長野に集う全員で被災地の皆様に寄
り添った連携を推進すると共に、いつ我が身に降り
掛かるかわからない自然災害に対して、予防行動を
しっかりとっていきましょう。
昨年はイギリスのEU離脱決定や移民排斥を良し

とする極右政党の台頭、更には予想を覆してアメリ
カ一国主義で保護主義とされるトランプ氏の大統
領就任が決定しました。2016年は、混沌とした先
行き不透明な不安に満ちた空気が世界を覆った年
ではなかったでしょうか。
国内では経済至上主義の発想によりマイナス金
利政策が実行されました。しかし当初のインフレ目標
達成は先延ばしされ株価も期待どおりにはなりませ
んでした。またアベノミクスがもはや期待出来ないな
ど発信されるや600兆円GDP・介護離職ゼロ・出生
率1.8%、一億総活躍社会・働き方改革など「掛け
声」だけで我々働く者一人ひとりの幸せへの実感
には届かない経済政策が続いていたと考えます。
一方私達、連合長野は、「働く事を軸とした安心
社会実現」に向け長野県内に集う勤労者・生活者
の実態を把握しつつ県や市町村に対して、すべて

の働く者の為の
政策制度実現に
向け行動してき
ました。本年も産
別・地協「タテの
深堀・ヨコの広が
り」の協力の基、政策制度実現を目指して行く所存
です。
次に2017春闘では、経済の自立的な成長と組
合員一人ひとりの将来が見通せる安心で幸せな
人生実現に向けた「底上げ・底支え・格差是正」の
継続的な実践が必要だと考えます。また春闘を契
機に県内４割を超える非正規社員の仲間や未組
織勤労者との団結行動、つまり「組織拡大」も大き
な目標となります。
そして2017年我々勤労者の最大のテーマは、自
発的・自律的な行動を実践する年だと考えます。
「お任せ民主主義」「そのうち良くなる」などの考え
は捨て、「自ら考え判断・行動」で政治や各種行動
に対峙していこうではありませんか。　
混沌と不透明な時代だからこそ自ら考え、自ら行
動していく年としようではありませんか。連合長野は、
格差、貧困、社会の不条理に敢然と立ち向かう社
会運動の核となる覚悟です。真面目に働けば報わ
れる、子供や若者が「将来に希望と安心が持てる
社会」実現に向けて構成組織の皆様と共に頑張り
ます。本年もよろしくお願いします。

2017年1月1日
　連合長野会長　中山　千弘

ストップ・ザ・格差社会！働く事を軸とした安心社会実現!
自ら考え・自ら行動する事で「明日への希望社会」を切り拓こう!!



 

連合長野執行委員
桜山　照彦（UAゼンセン）

この度、連合長野執行委員
に就任いたしました、UAゼンセ
ンの桜山照彦と申します。
「所得の向上による消費拡

大を通じた経済の好循環実現」を進めるため、連合に
集う皆さんと共に協力し頑張って行きたいと思います。
組合活動に関して、まだまだ右往左往しておりま

すので、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

連合長野執行委員
山本　弘幸（運輸県連）

この度、連合長野の執行委
員に就任いたしました運輸県
連の山本です。
働くことを軸とする安心社会

の実現を目指して、働く者の賃金の底上げ底支え、
格差是正に精一杯取り組んで参りたいと思います
ので宜しくお願いします。

連合長野執行委員
滝澤　大地（フード連合）

この度新しく執行委員に就
任しましたフード連合長野地区
協の滝澤大地です。
同じ地域で働く仲間の一人

として、より良い職場環境を築きあげるにはどうした
らいいのかを皆さんと考え、取り組んでいきたいと
思います。
どうぞよろしくお願い致します。

連合長野会計監査　　丹内　春美（ＪＲ連合）

この度、前任の久保のあとを
受けまして、会計監査に就任い
たしました、ＪＲ連合　ＪＲ東海ユ
ニオン飯田支部出身の丹内で
す。構成組織内では県協議長を
仰せつかっております。組織内

は、若干混乱の後片付けが残っておりますが、構成
組織の皆さまには迷惑を掛けることなくやっていく所
存です。
年次大会で申しましたように、厳しく（笑）、楽しく、朗

らかにの三拍子で、他の２名の方と監査に携わって参
りたいと思います。何卒よろしくお願い申し上げます。

新役員就任の
あいさつ
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連合長野執行委員
野上　奈緒美（UAゼンセン）

今期より執行委員に就任い
たしましたUAゼンセンの野上
奈緒美と申します。
流通産業が今以上に成長

発展していけるように、組合員と共に善い職場、良
い仲間作りができるように活動を推進していきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

連合長野執行委員
白石　友洋（自動車総連）

この度、連合長野執行委員
に就任いたしました自動車総
連長野地方協議会の白石で
す。

働く仲間とその家族のゆとりある豊かな生活の実
現に向けて、微力ながら連合長野に集う仲間と連携
して取り組んでまいりたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。

連合長野執行委員
冨岡　克彦（全電線）

この度、連合長野の執行委
員に就任いたしました全電線
長野地協の冨岡克彦です。
微力ではございますが、皆

様方のご指導・ご協力を頂きながら、連合運動の前
進に向けて精一杯取り組んで参りたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

連合長野会計監査　　宮田　剛（労済労連）

今期より会計監査員に就任い
たしました全労済労働組合東日
本総支部長野支部の宮田と申し
ます。
連合長野に結集する組合員

の皆さんからの声に応え、運動の拡大をしていただくた
めに、適正な監査を行って行きたいと考えています。微
力ではありますが、皆さまのご指導をいただきながら職
務に取り組んで参りたいと思いますので、宜しくお願い
申し上げます。

連合長野執行委員
有賀　栄治（基幹労連）

今期より連合長野執行委
員に就任いたしました、基幹
労連の有賀です。
大変微力ではありますが、も

のづくり産業の基盤である産別として連合運動に
貢献するべく努めます。よろしくお願いいたします。
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全労済に
ご相談ください！
見積実施中！見積実施中！

どんな補償が
必要なのかしら？

事故にあった！
どうしよう！

車のトラブル
メンテナンスは？

●ここに記載されている内容は、共済商品の概要を説明したものです。

おすすめ安心タイプ あんしんの事故対応サービス

あんしんのサポート体制
基
本
補
償

車
両
損
害
補
償

特
約
・
割
引

●休日・夜間を問わず、24時間365日事故受付・現場急行サービスも24時間365日
●事故初期対応は土・日・祝日（9：00～21：00※）もサポート
　 ※19：00までにご連絡いただいた場合の対応時間です。
●示談交渉サービス付き（対人・対物賠償事故に限ります）
●マイカー共済事故相談ダイヤル

●24時間コールサービス （番号案内）
●車検・修理・点検は全国ネットの全労済指定整備工場で！！

人身傷害補償
あなたをがっちり守る！

自動車事故傷害
見舞金付き最高5,000万円

無制限対人賠償
大きな事故の場合でも、相手方への賠償が無制限なら安心！

補償額

補償額

無制限対物賠償 補償額

一般補償
（自己負担額 10万円）

愛車の損害も幅広く
がっちりカバー！

付随諸費用補償

お車の事故により
発生するさまざまな

費用を補償

安心が
広がる

カーライフを応援する、頼れる補償

自走不能な場合の
レッカーけん引
または積載車による運搬

現地にて実施可能な
30分以内の
路上クイックサービス

●マイカー共済ロードサービス
燃料切れ時の
ガソリンお届け
サービス

30
minutes 10

自動車総合補償共済

の
2016年２月 制度改定

特約を新設!運転者の限定で掛金が最大7%割引に!
特約が充実!自転車事故の賠償補償限度額が1億円にアップ!

12月22日、国と県・経営者団体・労働団体の代表
者が一堂に会して働き方や暮らしを考える第2回「長
野県働き方改革・女性活躍推進会議」が開催され、
長時間労働や多様な働き方、女性活躍推進に関し

た取り組み6項
目が確認され
た。この取り組
み項目は、5月
からこの間、複
数回開催された
「働き方改革

推進部会」「女性活躍推進部会」での検討を踏まえ
議論されたものである。
部会では、行・労・使それぞれの事務責任者がメ

ンバーとなり、長野県内の長時間労働の実態や、女
性管理職登用状況、男性の育児参画の実態を分析
し、改善策を議論してきた。その議論を踏まえ、22日
の会議では、働き方改革・女性活躍推進に関する共
同取り組みとして「課題解決に向けた経営者と従業
員の話し合い」を推進することが確認された。あわせ
て、子育てや介護にやさしい職場環境の実現に向
けた「育ボス・温かボス」の推進宣言が行われ、休暇

の取得しやすい環境づくり、
業務の効率化などを各団
体において積極的に推進
することが確認された。
連合長野では、2013春季

生活闘争より闘争方針に掲
げ、全ての職場で定期的な
労使協議の場の設置を求め
ている。働き方の見直しに向
けては、労働者・使用者がと
もに職場の課題に向き合い
現状と課題を分析し、協議を
通じてより良い環境をつくっ
ていくことが重要であり、引き
続き、行政・経営者団体へ要
請し、環境整備を行っていく。

行・労・使のトップにより
平成29年
「働き方改革・女性活躍推進」の
共同取り組みを確認！！


